
 

 

 

 

 

 

 

 

1 目   的 

 地域農業の維持・発展に寄与する、多様な経営体による地域の特性や優位性を活かした取

組等を支援するため、計画達成に要する機械等に係る経費について、その一部を補助するも

のです。 

 

２ 事業概要 

  別紙（概要）のとおり 

 

３ 事業の募集・採択 

（１）申請期限 

   令和８年６月１日から令和８年１２月２５日まで 

  ※毎月２５日を〆切とし、予算上限に達し次第終了とします。 

（２）申請方法 

    必要書類を各地方振興事務所又は地域事務所農業振興部へご提出ください。 

（３）事業計画の採択 

    審査会を開催し、事業計画を採択します。 

 

４ 事業実施に係るフロー 

 

 

 

 

５ 問い合わせ先 

  大河原地方振興事務所 農業振興部 調整指導班（TEL：０２２４－５３－３５１６） 

  仙台地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 （TEL：０２２－２７５－９２５０） 

  北部地方振興事務所 農業振興部 調整指導班 （TEL：０２２９－９１－０７１８） 

  北部地方振興事務所栗原地域事務所 農業振興部 地域調整班 

                        （TEL：０２２８－２２－２２６８） 

  東部地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 （TEL：０２２５－９５－７８０９） 

  東部地方振興事務所登米地域事務所 農業振興部 地域調整班 

                        （TEL：０２２０－２２－３５３５） 

  気仙沼地方振興事務所 農業・農村振興部 農業振興班（TEL：０２２６－２４－２５３４） 

農政部 農業振興課 先進的経営体支援班   （TEL：０２２－２１１－２８３３） 
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完了後1ヶ月以内 
又は3月１０日の 
早い日まで 

計画申請から 
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事業着手は原則 
交付決定後 


